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 拝啓 平素は当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。 

カードローン（ベスト）ご契約のお客さまへ、永和信用金庫より次のとおりお知らせ

いたします。 

当金庫とご契約いただいております「商品名カードローン（ベスト）」の契約につ

きましては 3 年の自動更新になっておりますが、カードローン契約規定第 4 条 1 によ

り、満７０歳を超えて最初の契約更新期限が到来しているお客さまについては、新た

な契約更新はできません。 

契約更新期限の到来をもちまして新たな貸越はできませんので、ご了承いただきま

すようお願いいたします。 

なお、カードローン契約規定 10 条（契約の終了、解約、中止）1.（2）の条項に 

基づいて、｢お客さまの利用状況等から当金庫が適当と判断したとき｣はカードローン

契約を終了させていただく場合がございますので、ご了承いただきますようお願いい

たします。 

（契約終了の場合には、お客さまに｢契約終了のおしらせ｣をお送りいたします。） 
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